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４
月
１
日
か
ら
施
設
使
用
料
等

を
改
定
し
、
平
成

年
４
月
に
消

２６

費
税
率
が
５
％
か
ら
８
％
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
際
に
見
送
り
を
し
た

消
費
税
相
当
分
を
増
額
し
ま
す
。

平
成

年

月
に
予
定
さ
れ
て
い

２７

１０

た
８
％
か
ら

％
へ
の
消
費
税
率

１０

の
引
き
上
げ
が
二
度
に
わ
た
っ
て

先
送
り
さ
れ
、
平
成

年

月
に

３１

１０

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
使
用
料
等
を

引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

●
改
定
後
使
用
料
等
の
計
算
方
法

現
在
の
使
用
料
等
÷

×
１．０５

１．０８

※

円
未
満
は
切
り
捨
て
。

１０
●
使
用
料
等
の
改
定

左
表
の
と

お
り
。
な
お
、
次
の
指
定
管
理
施

設
は
現
在
の
指
定
管
理
期
間
終
了

後
に
改
定
。
詳
し
く
は
指
定
管
理

者
更
新
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

契
約
更
新
時
に
改
定
す
る
指
定
管

理
施
設
止
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
、

市
民
会
館
、
勤
労
福
祉
会
館
、
秋

葉
い
こ
い
の
広
場
、
デ
ン
パ
ー
ク
、

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
丈
山
苑
、
安

祥
閣
、
レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル（
マ
ー

メ
イ
ド
パ
レ
ス
）

※
市
民
会
館
で
は
、
４
月
１
日
か

ら
ホ
ー
ル
利
用
に
付
属
す
る
一

部
施
設
・
設
備
の
利
用
料
金
を

改
定
し
ま
す
。

●
手
数
料
の
改
定

休
日
夜
間
急

病
診
療
所
に
お
け
る
診
断
書
料

（
問
い
合
わ
せ
先
：
市
保
健
セ
ン

タ
ー
緯〈

〉１
１
３
３
）

７６

●
そ
の
他

詳
し
く
は
各
施
設
へ
。

消
費
税
率
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、

改
定
時
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す

施
設
使
用
料
・
利
用
料
金
・

手
数
料
を
改
定
し
ま
す

■使用料等を改定する主な施設
問い合わせ先施設名

総合斎苑（緯〈７２〉６６２６）

市体育館
（緯〈７５〉３５３５）

体育施設（屋外体育
施設、体育館、スポ
ーツセンター）、学校
施設開放における市
内中学校の体育館・
夜間運動場等

文化センター（緯〈７６〉１５１５）
各地区公民館公民館

青少年の家（緯〈７６〉３４３２）
社会福祉会館（緯〈７７〉２９４１）

各福祉センター福祉センター
※改定に合わせ利用時間の単位や利用
できる付属設備・備品を見直す施設
があります。
※３月３１日までに利用許可を受けた場
合は改定前の使用料等になります。
※施設予約手続きは施設によって異な
りますのでご注意ください。

■問
▼
教
育
委
員
会
総
務
課

（
緯〈

〉２
２
５
３
）

７１子
ど
も
課

（
緯〈

〉２
２
２
８
）

７１

◎
給
食
費
の
改
定

４
月
１
日
か
ら
給
食
費
を
改
定

し
、
食
材
価
格
上
昇
分
及
び
平
成

年
４
月
に
３
％
引
き
上
げ
ら
れ

２６た
消
費
税
相
当
分
を
増
額
し
ま
す
。

●
改
定
後
の
金
額

幼
稚
園
止
２１５

円（
現
行

円
）
小
学
校
止

円

２００

２５５

（
現
行

円
）
中
学
校
止

円

２３５

２９０

（
現
行

円
）

２７０

◎
第
３
子
以
降
の
給
食
費
を

無
料
化

多
子
世
帯
の
経
済
的
負
担
軽
減

の
た
め
、
４
月
か
ら
一
定
要
件
を

満
た
す
場
合
に
第
３
子
以
降
の
給

食
費
を
無
料
と
し
ま
す
。

●
要
件

次
の
全
て
に
該
当
す
る

こ
と

暫
平
成

年
４
月
１
日
現
在
、

２９

１８

歳
未
満
の
子
を
３
人
以
上
養
育

し
て
い
る

暫
保
護
者
及
び
第
３
子
以
降
の
子

が
安
城
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て

い
る

暫
第
３
子
以
降
の
子
が
、
保
育
園
、

幼
稚
園
又
は
小
中
学
校
に
在
園・

在
学
し
、
給
食
の
提
供
を
受
け

る
園
児
・
児
童
・
生
徒
で
あ
る

●
無
料
と
な
る
額

保
育
園
、
市

立
幼
稚
園
・
小
中
学
校
止
給
食
費

全
額

市
外
公
立
小
中
学
校
、
私

立
又
は
国
立
小
中
学
校
・
幼
稚
園
、

特
別
支
援
学
校
等
止
安
城
市
給
食

費
を
限
度
額
と
し
て
補
助

■
申
請
方
法

●
第
３
子
以
降
の
子
が
小
中
学
生

の
場
合

市
立
小
中
学
校
に
在
学

中
止
在
学
校

新
小
学
１
年
生
止

入
学
説
明
会
時
に
入
学
予
定
の
市

立
小
学
校

そ
れ
以
外
止
教
育
委

員
会
総
務
課（
教
育
セ
ン
タ
ー
内
）

へ
そ
れ
ぞ
れ
申
請
書
を
提
出

※
４
月
か
ら
の
無
料
化
及
び
補
助

希
望
者
は
３
月
６
日
捷
ま
で
に

申
請
が
必
要
。

※
申
請
書
は
教
育
委
員
会
総
務
課
、

市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
配
布
。

●
第
３
子
以
降
の
子
が
園
児
の
場
合

保
育
園
児
と
市
立
幼
稚
園
児
は
申

請
不
要
。
私
立
幼
稚
園
児
は
申
請

が
必
要
で
す
が
、
詳
細
は
別
に
通

知
し
ま
す

給
食
費
の
お
知
ら
せ

第
６
回
の
テ
ー
マ
は「
契

約
書
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
」。書

類
作
成
の
専
門
家
・
行
政
書

士
が
、
契
約
書
の「
目
的
」や

「
構
造
」を
は
じ
め
、
作
成
・

チ
ェ
ッ
ク
時
の
注
意
点
の
説

明
や
売
買
契
約
書
を
例
に
条

項
の
具
体
的
な
解
説
を
し
ま

す
。

●
と
き

２
月
７
日
昇
午
後

２
時
～
３
時

●
と
こ
ろ
Ｋ
Ｅ
Ｙ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

キ
ー

ポ
ー
ト

（
Ｊ
Ｒ
安
城
駅
１
階
）

●
講
師

大
野
裕
次
郎
氏

ゆ
う

じ

ろ
う

（
行
政
書
士
法
人
名
南
経
営
）

●
対
象

起
業
を
目
指
し
て

い
る
人
、
新
規
事
業
の
立
ち

上
げ
を
考
え
て
い
る
人
等

●
定
員

人
程
度（
先
着

１０

順
）

●
申
込

２
月
６
日
捷
ま
で

の
午
前
９
時
～
午
後

時
に
、

１０

電
話
か
Ｅ
メ
ー
ル
で
Ｋ
Ｅ
Ｙ

キ
ー

Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ（
緯〈

〉６
３
１

ポ
ー
ト

７７

３
／info@

keyport.jp

）

■問
▼
商
工
課

（
緯〈

〉２
２
３
５
）

７１


